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茅野市神長官守矢史料館に並ぶ室町時代から明治時代に
かけての午年にちなんだ古文書

てわ

守
矢
文
書
に
記
す
午
年

茅
野
の
史
料
館
で
企
画
展

茅
野
市
神
長
官
守
矢
史
料
館

は
、
室
町
時
代
か
ら
明
治
時
代
に

か
け
、
午
年
に
作
成
さ
れ
た
り
、

午
年
に
起
き
た
事
件
を
記
し
た

り
し
た
守
矢
文
書
を
紹
介
す
る
企

画
展
「
午
年
の
古
文
書
」
を
同
館

で
開
い
て
い
る
。
書
状
や
日
誌

な
ど
1
4
点
を
並
べ
、
諏
訪
上
社

の
神
官
だ
っ
た
神
長
官
を
務
め

た
守
矢
家
を
取
り
巻
く
当
時
の

世
相
を
伝
え
て
い
る
。
2
月
2
3
日

まで。守
矢
家
に
残
さ
れ
、
同
館
が
所

蔵
す
る
守
矢
文
書
の
中
か
ら
、
年

ご
と
に
新
年
の
干
支
に
ち
な
ん
だ

史
料
を
公
開
し
て
い
る
噌
例
の
企

画
展
。
2
0
0
8
年
の
子
年
か
ら

始
ま
り
、
午
年
に
関
す
る
展
示
は

2
回
目
と
な
っ
た
。

1
4
8
6
（
文
明
1
8
）
年
の
「
御

符
礼
書
」
か
ら
は
、
高
梨
本
郷
（
須

坂
市
高
梨
）
の
代
官
ら
が
、
御
頭

費
用
を
着
服
し
よ
う
と
し
て
い
た

ら
し
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
1

5
4
6
（
天
文
1
5
）
年
の
「
千
野

宗
光
書
準
は
、
諏
万
民
の
重
臣

だ
っ
た
千
野
宗
光
が
神
事
を
勝
手

に
行
い
、
わ
び
た
文
書
と
患
わ
れ

る
。
1
5
9
4
（
文
禄
3
）
年
の

「
守
矢
信
真
目
安
案
」
は
神
長
所

務
地
の
回
復
の
た
め
、
豊
臣
秀
吉

の
重
臣
で
も
あ
っ
た
浅
野
長
政
に

送
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

こ
の
ほ
か
、
刀
剣
の
目
利
き
だ

っ
た
本
阿
弥
家
が
短
刀
の
価
値
を

判
定
し
た
1
6
9
0
．
（
元
禄
3
）

年
の
鑑
定
書
や
、
下
伊
那
郡
の
村

の
官
主
が
ふ
さ
わ
し
い
名
を
神
長

官
に
依
頼
し
た
1
7
2
6
（
享
保

1
1
）
年
の
文
書
な
ど
を
展
示
。
1

8
7
0
（
明
治
3
）
年
の
日
誌
は
、

神
長
官
が
風
邪
を
引
い
た
た
め
、

擬
祝
が
一
人
で
神
事
を
行
っ
た
こ

と
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

開
館
時
間
は
午
前
9
時
～
午
後

4
時
3
0
分
。
3
日
ま
で
休
館
中
。

休
館
日
は
月
曜
日
（
月
曜
日
が
祝

日
の
場
合
は
翌
日
）
。
問
い
合
わ
せ

は
同
館
（
電
話
0
2
6
6
∴
7
3

・
7
5
6
7
）
へ
。

（手塚洋一）


